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節
電
の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
□問
 

東
京
電
力
株
式
会
社

11
７
９
０
・
４
２
２
５

高額療養費の自己負担額（７０歳以上で高齢受給者証をお持ちの方） 　 （ 表２） 

「
水
晶
っ
て
す
ば
ら
し

「
水
晶
っ
て
す
ば
ら
し
いい！！

－－

そ
の
美
と
実
用
の
魅
力

そ
の
美
と
実
用
の
魅
力－－

」」

　

わ
た
し
た
ち
は
、
一
生
を
通
し
て
重

大
な
病
気
や
け
が
な
ど
、
個
人
で
は
対

応
が
困
難
な
危
険
に
遭
遇
す
る
可
能
性

を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
事
態

に
備
え
、
安
心
を
確
保
す
る
た
め
に
、

市
民
が
お
金
を
出
し
合
い
、
支
え
合
う

社
会
的
な
し
く
み
が
国
民
健
康
保
険
制

度
で
す
。

　

次
の
よ
う
な
給
付
が
受
け
ら
れ
ま

す
。
た
だ
し
、
現
金
給
付
の
時
、
保
険

税
に
滞
納
が
あ
る
場
合
は
支
給
が
一
時

差
し
止
め
に
な
り
ま
す
。

【
医
療
費
の
７
割
を
負
担
】

　

病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
、
医
療
機

関
に
保
険
証
を
提
示
す
れ
ば
、
そ
の
医

療
費
の
一
部
（
一
部
負
担
金
）
を
支
払

う
だ
け
で
、
診
療
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
残
り
の
費
用
は
国
民
健
康
保

険
が
負
担
し
ま
す
。

【
療
養
費
の
支
給
】

　

次
の
よ
う
な
時
は
、
い
っ
た
ん
医
療

費
の
全
額
を
支
払
い
ま
す
が
、
後
に
国

民
健
康
保
険
の
窓
口
に
申
請
す
れ
ば
、

審
査
の
う
え
保
険
診
療
分
の
７
割
が
払

い
戻
さ
れ
ま
す
。

○
急
病
で
や
む
を
得
ず
保
険
証
を
持
た

ず
に
診
療
を
受
け
た
と
き

○
医
師
が
必
要
と
認
め
た
コ
ル
セ
ッ
ト

な
ど
の
治
療
用
補
装
具
を
購
入
し
た
と

き○
骨
折
、
捻
挫
な
ど
で
柔
道
整
復
師
の

施
術
を
受
け
た
と
き

○
医
師
が
必
要
と
認
め
た
マ
ッ
サ
ー

ジ
、
は
り
・
き
ゅ
う
・
あ
ん
摩
等
の
施

術
を
受
け
た
と
き

○
生
血
を
輸
血
し
た
と
き

○
海
外
渡
航
中
に
病
気
や
け
が
の
治
療

を
受
け
た
と
き

【
そ
の
他
の
給
付
】

〈
出
産
育
児
一
時
金
〉

　

加
入
者
が
出
産
し
た
と
き
に
支
給
さ

れ
ま
す
。

〈
出
産
資
金
貸
付
金
〉

　

出
産
育
児
一
時
金
が
支
給
さ
れ
る
ま

で
の
間
、
出
産
費
用
を
無
利
子
で
貸
し

付
け
る
制
度
で
す
。

〈
葬
祭
費
〉

　

加
入
者
が
死
亡
し
た
と
き
、
葬
儀
を

行
っ
た
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

【
高
額
療
養
費
】

　

医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
と
き
、
一

定
の
金
額
（
限
度
額
＝
表
１
・
２
）
を

超
え
た
分
が
払
い
戻
さ
れ
ま
す
。
高
額

療
養
費
の
該
当
者
に
は
、
受
診
し
た
月

の
約
３
か
月
後
に
世
帯
主
あ
て
に
申
請

書
を
送
り
ま
す
の
で
申
請
し
て
下
さ

い
。

【
高
額
療
養
費
資
金
貸
付
金
】

　

高
額
療
養
費
の
払
い
戻
し
は
、
受
診

し
た
月
の
約
４
か
月
後
に
な
り
ま
す
。

　

高
額
療
養
費
（
一
部
負
担
金
）
の
支

払
い
が
困
難
な
場
合
に
は
、
無
利
子
で

高
額
療
養
費
を
貸
し
付
け
る
制
度
が
あ

り
ま
す
。

【
入
院
時
の
食
事
】

　

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
、
「
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
申
請
す
れ

ば
、
入
院
中
の
食
事
代
が
一
定
の
負
担

額
で
済
み
ま
す
。
（
＝
表
３
）

【
交
通
事
故
と
国
民
健
康
保
険
】

　

交
通
事
故
な
ど
で
、
け
が
を
し
た
場

合
に
も
保
険
証
を
使
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。
た
だ
し
、
警
察
に
届
け
る
と
同
時

に
国
保
年
金
課
へ
ご
連
絡
下
さ
い
。

　

交
通
事
故
な
ど
第
三
者
の
行
為
に
よ

っ
て
受
け
た
け
が
の
医
療
費
は
、
原
則

と
し
て
加
害
者
が
全
額
負
担
す
べ
き
も

の
で
す
。
国
民
健
康
保
険
で
治
療
を
受

け
る
場
合
、
そ
の
費
用
は
、
後
か
ら
加

害
者
に
請
求
し
ま
す
の
で
保
険
証
、
事

故
証
明
書
、
印
鑑
を
お
持
ち
の
う
え
必

ず
国
保
年
金
課
の
窓
口
へ
届
け
出
て
下

さ
い
。
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皆
さ
ん
の
相
互
扶
助
に
よ
り

成
り
立
つ
国
民
健
康
保
険
制
度

　

保
険
税
は
国
民
健
康
保
険
の
大
切
な

財
源
で
す
。
国
民
健
康
保
険
の
資
格
取

得
日
は
前
の
健
康
保
険
の
資
格
を
失
っ

た
日
、
ま
た
は
転
入
日
に
な
り
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
保
険
税
は
資
格
取
得

日
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
保
険
税
は
一
定
の
条
件
に
基
づ
く

世
帯
主
変
更
が
提
出
さ
れ
、
そ
の
決
定

が
さ
れ
て
い
な
い
限
り
住
民
票
上
の
世

帯
主
が
納
税
義
務
者
と
な
り
ま
す
。

【
保
険
税
の
納
期
】

　

保
険
税
の
納
期
は
７
月
か
ら
翌
年
の

２
月
ま
で
の
８
回
で
す
。

【
保
険
税
の
支
払
い
】

　

各
期
別
の
納
期
ま
で
に
納
税
通
知
書

の
裏
面
に
記
載
し
て
あ
る
金
融
機
関
等

に
納
付
書
を
お
持
ち
に
な
る
か
、
口
座

振
替
を
利
用
し
て
お
支
払
い
下
さ
い
。

【
口
座
振
替
の
ご
利
用
を
】

　

保
険
税
の
支
払
い
は
便
利
な
口
座
振

替
を
ご
利
用
下
さ
い
。

　

申
し
込
み
用
紙
は
、
市
内
の
金
融
機

関
ま
た
は
郵
便
局
に
あ
り
ま
す
。
納
税

通
知
書
・
通
帳
・
通
帳
印
を
お
持
ち
に

な
り
備
え
付
け
の
「
町
田
市
税
口
座
振

替
申
込
書
」
に
記
入
し
、
お
申
し
込
み

下
さ
い
。

　

な
お
、
口
座
振
替
を
お
申
し
込
み
い

た
だ
い
た
後
、
手
続
き
が
完
了
す
る
ま

国

民

健

康

保

険

税

で
に
１
〜
２
か
月
を
必
要
と
し
ま
す
。

　

後
日
「
口
座
振
替
開
始
時
期
の
お
知

ら
せ
」
を
送
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
ま
で

の
間
は
、
納
税
通
知
書
を
お
使
い
に
な

り
、
金
融
機
関
等
の
窓
口
で
お
支
払
い

下
さ
い
。

【
納
税
相
談
を
ご
利
用
下
さ
い
】

　

納
期
限
ま
で
に
お
支
払
い
い
た
だ
け

な
い
場
合
は
、
お
早
め
に
国
保
年
金
課

ま
で
ご
相
談
下
さ
い
。

　

国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
す
る
と
、

納
期
限
の
翌
日
か
ら
支
払
い
の
日
ま
で

の
日
数
に
応
じ
て
延
滞
金
が
加
算
さ
れ

ま
す
。
ま
た
、
次
に
あ
げ
る
よ
う
な
厳

し
い
措
置
が
と
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。

【
保
険
税
を
滞
納
し
た
場
合
】

〈
督
促
状
、
催
告
書
〉

　

納
期
限
ま
で
に
お
支
払
い
い
た
だ
け

な
い
場
合
は
、
書
面
に
よ
る
督
促
・
催

告
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

〈
資
格
証
明
書
の
交
付
〉

　

こ
れ
ま
で
保
険
税
を
滞
納
し
て
い
る

方
に
は
、
有
効
期
限
の
短
い
保
険
証
を

交
付
し
て
き
ま
し
た
が
、
納
期
限
を
１

年
経
過
し
て
な
お
滞
納
の
あ
る
場
合
は

こ
の
保
険
証
を
返
還
し
て
い
た
だ
き
、

被
保
険
者
資
格
証
明
書
が
交
付
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

資
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
る
と
医

療
機
関
等
で
、
医
療
費
の
全
額
（　
１０

割
）
を
支
払
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
、
医
療
費
の
７
割
分
に
つ
い
て
は
、

特
別
療
養
費
の
申
請
を
し
て
い
た
だ
い

た
後
、
滞
納
と
な
っ
て
い
る
保
険
税
に

充
当
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

〈
現
金
給
付
支
払
の
一
時
差
し
止
め
〉

　

出
産
育
児
一
時
金
や
高
額
療
養
費
等

の
現
金
給
付
を
一
時
差
し
止
め
ま
す
。

　

こ
の
場
合
、
滞
納
し
て
い
る
保
険
税

を
完
納
し
て
い
た
だ
く
か
、
ま
た
は
一

時
差
し
止
め
額
を
滞
納
し
て
い
る
保
険

税
に
充
当
し
て
い
た
だ
か
な
い
と
給
付

は
一
切
行
わ
れ
ま
せ
ん
。

〈
高
額
療
養
費
・
出
産
育
児
一
時
金
の

貸
し
付
け
の
停
止
〉

　

医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
と
き
の
療

養
費
資
金
、
出
産
に
要
す
る
費
用
の
貸

付
の
制
度
が
利
用
で
き
な
く
な
り
ま

す
。

〈
滞
納
処
分
（
財
産
等
の
差
押
え
）
〉

　

地
方
税
法
の
規
定
に
よ
り
、
財
産
を

差
押
え
、
換
価
手
続
き
の
う
え
、
未
納

の
保
険
税
に
充
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

◇

□問
 

給
付
に
つ
い
て
＝
国
保
年
金
課
国
保

給
付
係
11
７
２
４
・
２
１
３
０
、
納
付

に
つ
い
て
＝
国
保
年
金
課
納
付
係
11
７

２
４
・
２
１
２
５

相模原市�

　

古
来
よ
り
人
々
は
水
晶
の
美
し
さ
に

魅
せ
ら
れ
、
加
工
し
、
装
飾
品
な
ど
に

利
用
し
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
水
晶
は

時
計
や
携
帯
電
話
な
ど
の
主
要
部
品
に

も
使
わ
れ
、
日
常
生
活
の
中
で
広
く

利
用
さ
れ
て
い
る
鉱
物
で
す
。
原
石
、

天
然
水
晶
や
先
端
技
術
を
支
え
る
人
工

水
晶
の
展
示
を
通
し
て
、
そ
の
美
と
利

用
な
ど
人
と
の
関
わ
り
を
紹
介
し
ま

す
。

○
期
間　

９
月　

日
（
祝
）
ま
で

２３

○
休
館
日　

月
曜
日

○
会
場　

同
館
特
別
展
示
室

○
観
覧
料　

３
０
０
円
（
高
校
生
以
下

無
料
）

□問
 

相
模
原
市
立
博
物
館
（
相
模
原
市
高

根
３－

１－

　

、
11
０
４
２
・
７
５
０

１５

・
８
０
３
０
）

相
模
原
市
立
博
物
館　

夏
季
特
別
展

国
際
版
画
美
術
館
の
催
し�

国
際
版
画
美
術
館
の
催
し�

　

直
接
会
場
へ
お
い
で
下
さ
い
。

○
対
象　

幼
児
〜
小
学
校
低
学
年
と
そ

の
保
護
者

○
期
日　

８
月　

日
（
木
）
、　

日

２１

２２

（
金
）

○
時
間　

第
１
回
目
＝
午
後
１
時　

分
３０

〜
２
時　

分
、
第
２
回
目
＝
午
後
３
時

３０

〜
４
時
（
各
回
と
も
同
内
容
）

○
会
場　

同
館
講
堂

○
内
容　

ク
マ
の
プ
ー
さ
ん
「
プ
ー
さ

ん
と
と
ら
」
、
加
古
里
子
作
「
だ
る
ま

ち
ゃ
ん
と
て
ん
ぐ
ち
ゃ
ん
」
ほ
か

○
定
員　

１
７
０
人
（
先
着
順
）

□問
 

国
際
版
画
美
術
館
11
７
２
６
・
２
７

７
１

　

同
館
で
開
催
中
の
「
な
つ
か
し
の
ガ

リ
版
！
孔
版
画
の
パ
イ
オ
ニ
ア　

若
山

八
十
氏
」
展
に
関
連
し
て
、
若
山
が
画

題
に
取
り
上
げ
た
身
辺
の
風
景
に
ち
な

ん
だ
歌
曲
＝
第
１
部
、
カ
フ
ェ
・
コ
ン

セ
ー
ル
風
の
選
曲
＝
第
２
部
を
絶
妙
の

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
で
お
届
け
し
ま
す
。

○
日
時　

９
月　

日
（
金
）
午
後
６
時

１２

　

分
開
演
（
６
時
開
場
）

３０○
会
場　

同
館
エ
ン
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第78回�

※１　７０歳以上で１割負担かつ同一世帯の世帯主と国民健康保険被保
険者の市民税が非課税の方。
国保年金課に申請が必要です。申請した月から適用になります。

※２　７０歳以上で１割負担かつ市民税が非課税の世帯で世帯員の所得
が一定基準に満たない方。
国保年金課に申請が必要です。申請した月から適用になります。

標準負担額                 　　　　　     　　　　　　　　  （ 表３）
７８０円一般（下記以外の人）
６５０円
５００円

９０日までの入院
９０日を超える入院
（過去１２か月の入院日数）

住民税非課税世帯
低所得Ⅱ　※１

３００円低所得Ⅰ  ※２

※１　上位所得者とは、前年度の基礎控除後の所得が６７０万円を超え
　　　る世帯です。なお、加入者で市民税が未申告等で所得が確認で 
　　　きない場合は上位所得者世帯となります。
※２　年４回以上高額療養費を受けた場合、４回目以降の自己負担額。
※３　１割負担かつ同一世帯の世帯主と国民健康保険被保険者の市民

税が非課税の方。
国保年金課に申請が必要です。申請した月から適用になります。

※４　１割負担かつ市民税が非課税の世帯で世帯員の所得が一定基準
に満たない方。
国保年金課に申請が必要です。申請した月から適用になります。

世帯単位で入院と外来を合算外来の場合
（個人ごとに計算）区　　　分

７２，３００円＋（医療費－３６１，５００円）×１％
〔 ４０，２００円 〕※２４０，２００円一定以上所得者

（２割負担）
４０，２００円１２，０００円一般（１割負担）
２４，６００円

 ８，０００円
低所得者Ⅱ ※３

１５，０００円低所得者Ⅰ ※４

高額療養費の自己負担額（７０歳未満）         　　　　　（ 表１）
４０，２００円 ※２７２，３００円＋（医療費－２４１，０００円）×１％一般世帯
２４，６００円 ※２３５，４００円市民税非課税世帯
７７，７００円 ※２１３９，８００円＋（医療費－ ４６６，０００円）×１％上位所得者世帯※１

国
民
健
康
保
険
の
給
付

山田武彦鎌田直純野々下由香里


